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は じ め に

このたび、平成 24 年度から 26 年度までの３か年を計画期間とする第５期高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画を策定しました。

わが国の高齢者人口は、今後いわゆる「団塊の世代」がすべて 65 歳に到達する平成 27 年に

は 3,000 万人を超え、４人に１人が高齢者になると予測されています。練馬区は全国平均をや

や下回るものの、平成 24 年には高齢化率が 20％に達し、区民の５人に１人が高齢者になる見

込みです。また、本計画の最終年次となる平成 26 年には、高齢者人口が 15 万人を超えると見

込んでおり、支援や介護が必要な方もこれに比例して増加すると予測しています。

一方、本計画の策定に先立ち実施した区の高齢者基礎調査によりますと、高齢化が急速に進

行する中でも約８割の方が元気な高齢者であるという結果が出ております。高齢者は、住み慣

れた地域において安心して生活できるよう支援を受ける側となるばかりではなく、地域の支え

あいの重要な担い手として社会参加していくことが期待されています。

本計画の策定にあたっては、前期計画について必要な見直しを行うとともに、高齢者の皆さ

まが、住み慣れた地域でいきいきと暮らせる社会を構築するため、介護・医療・予防・住まい・

生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」を実現することを目標と

定め、計画期間３か年において取り組むべき事業を明らかにし、８つの施策として位置付けま

した。特別養護老人ホームや地域密着型サービス拠点等の介護基盤のさらなる整備をはじめ、

高齢者の相談支援体制、認知症対策、高齢者の見守り、介護予防施策を充実し、介護と医療の

連携を進めます。また、住み慣れた地域に暮らし続けられる住まいづくりを進めるとともに、

本計画期間中に高齢期を迎える団塊の世代が、地域を支える中心的な人材として社会参加して

いただけるように、活動の場・機会の提供、人材の育成、情報の提供等を充実していきます。

さて、介護保険制度が創設されて 12 年が経過し、区民の高齢期の安心を支える制度として定

着いたしました。介護保険制度は、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した

日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供する仕組みです。

本計画において、計画期間３か年の第１号被保険者（65 歳以上）の数や要介護認定者数の推計、

および計画期間中の予防サービス、居宅サービス、施設サービス費等、必要とされる介護給付

費等を算出した結果、区に納めていただく第１号被保険者の基準月額保険料は、第４期に比較

して大幅な増加となりました。今後も、適正で十分な給付を持続的に行っていくためには、介

護保険財政を安定的に運営していく必要があることから、区民の皆さまには、新たなご負担を

いただくことになります。なにとぞ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

最後に、計画の策定にあたり、区議会をはじめ、高齢者保健福祉懇談会および介護保険運営

協議会において熱心にご審議を重ねていただいた委員の皆さま、貴重なご意見をお寄せいただ

いた区民の皆さまに心から感謝申し上げます。

平成 24 年(2012 年)３月

                      練馬区長
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